
様式の最新化について 

 

旧バージョンの申請書の様式で作成された申請情報を登記・供託オンライン申請システ

ムに送信する場合，申請用総合ソフトのバージョンアップ後に，以下の手順で「編集」又は「再利

用」を行うことで，新バージョンの申請書の様式に変換することができます。 

 

（１）   「処理状況表示」画面を表示

します。 

旧バージョンの申請書の様

式で作成された申請情報を選

択し，「編集」又は「再利用」をク

リックします。 

※  「編集」は，選択した申

請情報に上書き保存され，

「再利用」は選択した申請

情報とは別に，新たに申請

情報が作成されます。 

 

 

（２）   「様式の最新化」画面が表示

されますので，「OK」ボタンをク

リックして最新バージョンの申請

書様式に変換します。 

 

 

 

（３）   「申請書作成・編集」画面が

表示されますので，登記完了証

の交付方法の選択等，必要に

応じて内容を変更し,「完了」をク

リックします。 

 


